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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスにおける最も重要なポイントは、経営陣の説明責任と公正な経営システムの維持にあると考えております。

取締役会の運営については、グループ経営の観点から的確且つ迅速な意思決定が行えるよう社外役員を含む適正な取締役会構成としておりま
す。

また、会計監査人である有限責任監査法人トーマツを中心に複数の外部機関から専門的なアドバイスを受けコンプライアンスの維持を図っており

ます。

一方、株主、取引先、従業員等に向けて経営方針や経営計画等を適時に公表し、その達成状況や実績も出来るだけ早い時期に情報開示するこ

とにしております。具体的には、機関投資家及び個人投資家向けの会社説明会、インターネットを通じた財務情報の提供等であり、これらは、コー

ポレート・ガバナンスの充実に資するものと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１-２-４　株主総会における議決権行使】

当社は、外国人株主の議決権行使比率を含む全体の議決権行使比率が高い水準にあります。現状では議決権電子行使プラットフォームの利用
及び英文による招集通知の作成を行っておりませんが、今後、海外投資家の動向や議決権行使の状況を見ながら検討してまいります。

【補充原則４-10-１　任意の仕組みの活用】

当社は、任意の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、
独立社外取締役に説明を行い、適切な関与・助言を得ております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１-４ 政策保有株式】

当社は、取引関係の維持・強化等の観点から当社の企業価値向上につながることを基本目的として、政策的に株式を保有しておりますが、保有
意義が当初の想定から著しく低下したと判断した株式については、適宜縮減を図ってまいります。保有株式については、定期的に取締役会に報告

し、保有に伴う便益やリスクが経済的価値に見合っているか等を具体的に精査し、中長期的な保有の意義を検証しております。

また、当該株式の議決権行使については、株主価値及び中長期的な企業価値の向上に資するか否かという観点を踏まえて総合的に判断し、適
切に行使しております。

【原則１-７ 関連当事者間の取引】

当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、取締役会の承認決議を要することとしており
ます。また、当社役員の利益相反取引については、役員及びその近親者と当社との取引の有無を毎年定期的に確認しております。

主要株主との取引については、経済合理性に基づいて判断し、資本関係を理由とした排他的取引は行わず、資本関係のない取引先との通常取

引を行うのと同じ基準で、社内規則に従い必要に応じて適切な承認手続きを取ることにしております。

【原則２-６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社では、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、企業年金担当部署が企業年金の適切な運用のモニタリングに努めておりま
す。

【原則３-１ 情報開示の充実】

（１）経営理念、経営戦略等については、当社のホームページ・ビジネスレポート・決算説明会・有価証券報告書等により情報発信を行っておりま
す。

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や基本方針については、株主総会招集通知・有価証券報告書・本報告書等を通じて明らか
にしております。

（３）取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬総額の限度額の範囲内で支給しております。経営陣幹部及び取締役の具体的な報酬は、独
立社外取締役の助言を得て取締役会で決議された経営陣の報酬に関するグループ基本方針に基づいて基本報酬と年度目標の達成度に応じて
変動する報酬とで構成され、各人の役割と責任に応じた報酬体系としております。なお、個別の報酬額は、上記基本方針に従って、各人の査定結
果に基づき取締役会の委任を受けた代表取締役が最終決定しております。また、経営陣幹部及び取締役（社外取締役を除く）を対象に、企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬制度及
び業績連動型株式報酬制度を導入しております。

（４）取締役については、当社グループの事業に精通したセグメントの代表者等、グループ全体の経営の意思決定及び業務執行の監督を担うのに
相応しい人物を、また、社外取締役については、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たすとともに、多様かつ
豊富な経験・高い見識を有し取締役会の議論に貢献できる人物を指名することを基本方針としております。

監査役については、監査機能を強化できる豊富な経験・広い知識・各分野の高度な専門性を有し、公正・中立な立場から助言・提言ができる人物

を監査役会の同意を得て指名することを基本方針としております。

その他経営陣幹部については、経営の一翼を担うに相応しい経験・知識・スキルを備えた人物を選任することを基本方針としております。

取締役・監査役候補者の指名及びその他経営陣幹部の選任については、上記基本方針に基づいて代表取締役が候補者を提案し、独立社外取



締役の助言を得て取締役会の決議により決定しております。経営陣幹部の解任については、職務執行に不正又は重大な法令若しくは定款違反
等があった場合、取締役会の決議により決定いたします。

（５）役員候補者の個々の選解任理由については、株主総会招集通知の参考書類に記載いたします。

【補充原則４-１-１ 取締役会の役割・責務１】

当社は、グループ経営に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項、役員等に関する事項、株式及び新株引受権に関する事項、組
織及び人事に関する事項、会社資産等に関する事項、財務に関する事項等、法令・定款に定める事項及び重要事項について、取締役会の承認
決議を要する事項として取締役会規程に定めております。また、稟議規程の決裁基準表において、代表取締役及びその他経営陣等の決裁権限
を明確に規定しております。

【原則４-９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の独立社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の定める基準に準拠しております。また、豊富な経験及び高い見識に基

づいて取締役会での議論に積極的に貢献できる人物を選定しております。

【補充原則４-11-１ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、定款で定める員数の範囲内で、各事業に関する多様かつ高度な知識・経験・スキル等のバランスに配慮しつつ最適と判断さ

れる人員で構成されるべきと考えております。

取締役については、当社グループの事業に精通した事業セグメントの代表者等、グループ全体の経営の意思決定及び業務執行の監督を担うの

に相応しい人物を選任しております。また、社外取締役については、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たす
とともに、多様かつ豊富な経験・高い見識を有し取締役会の議論に貢献できる人物を選任しております。

【補充原則４-11-２ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、取締役及び監査役の兼任状況について、取締役及び監査役の役割・責務を適切に果たす時間・労力を十分に確保することができる兼任
状況であることを確認しております。なお、取締役及び監査役の重要な兼任の状況については、毎期の事業報告及び有価証券報告書において開
示しております。

【補充原則４-11-３ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、2020年度において、取締役会の運営等について分析・評価を行い、その結果、取締役会は適切に機能しており、取締役会全体の実効性
が確保されていることを確認しております。当社は、今後も、取締役会の更なる充実に向けて取り組むとともに、取締役会全体の実効性の確保・向
上に努めてまいります。

【補充原則４-14-２ 取締役・監査役のトレーニング】

当社の取締役及び監査役は、経験・知識・スキル等が職務を遂行するのに相応しいかどうかを判断基準に候補者として指名しております。当社
は、随時、必要な知識の習得及び情報提供等の機会を設け、その費用については合理的な範囲内において会社が負担することを、トレーニング

の方針としております。

【原則５-１ 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するために、以下の取り組みを行っております。

（１）株主との対話全般を統括し、ＩＲに責任を持つ担当役員及びＩＲ担当部署としてＩＲ室を設置しております。

（２）対話を補助するため、ＩＲ室は、経理、財務、総務等の関連部門と密接に連携しながらＩＲ活動を行っております。

（３）定時株主総会、決算説明会（年２回）、個人投資家向け説明会、四半期決算開示毎の国内外機関投資家やアナリストとの対話の場、ホーム

ページでのＩＲ情報開示、個人投資家様からの電話やメール等による問い合わせへの個別対応等を通じて対話の一層の充実に取り組んでおりま

す。

(４)対話を通じての株主の意見等はＩＲ室が取りまとめ、随時、ＩＲに責任を持つ担当役員が取締役会で報告することとしております。

(５)ＩＲ活動や株主との対話においては、インサイダー取引規制上の重要事実の取り扱いに細心の注意を払いつつ、当該情報に関わる関係者に対
して社内規則に従った情報管理を徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社ワイ・アンド・ジー 9,744,000 22.00

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,857,500 4.20

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,759,200 4.00

株式会社スズケン 1,504,000 3.40

ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社）
1,408,900 3.20

佐々木　幸弘 1,389,328 3.10

西野　晴夫 1,387,828 3.10

住友生命保険相互会社

(常任代理人株式会社日本カストディ銀行)
1,080,000 2.40

イーピーエス従業員持株会 961,395 2.20

ＢＮＹＭＳＡＮＶ　ＡＳ　ＡＧＥＮＴ／ＣＬＩＥＮＴＳ　ＬＵＸ　ＵＣＩＴＳ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　１

(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
888,600 2.00



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 9 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

舩橋　晴雄 他の会社の出身者

安藤　佳則 他の会社の出身者

田口　淳一 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

舩橋　晴雄 ○ ―

（招聘理由）

同氏は、行政及び他の企業の社外役員におけ
る豊富な経験、実績と幅広い見識を有してお
り、また、業務執行を行う経営陣から独立した
客観的な立場にあり、当社グループの経営に
資するところが大きいことから、当社グループ
の持続的発展のために、社外取締役として選
任しております。また、同氏と当社の間に特別
の利害関係はないことから、一般株主と利益相
反が生じるおそれはないと判断し、独立役員と
して届け出ております。



安藤　佳則 ○ ―

（招聘理由）

同氏は、企業経営及び他の企業の社外取締役
における豊富な経験、実績と幅広い見識を有し
ており、また、業務執行を行う経営陣から独立
した客観的な立場にあり、当社グループの経営
に資するところが大きいことから、当社グルー
プの持続的発展のために、引き続き社外取締
役として選任しております。また、同氏と当社の
間に特別の利害関係はないことから、一般株
主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、
独立役員として届け出ております。

田口　淳一 ○ ―

（招聘理由）

同氏は、医師としての高度な専門知識、豊富な
経験、実績と幅広い見識に加えて、医療情報・
医療ＩＴに精通しており、また、業務執行を行う
経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社
グループの経営に資するところが大きいことか
ら、当社グループの持続的発展のために、社
外取締役として選任しております。また、同氏と
当社の間に特別の利害関係はないことから、
一般株主と利益相反が生じるおそれはないと
判断し、独立役員として届け出ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人から監査計画の提供を受け、その計画に基づく監査実施状況の報告及び説明を四半期毎に受けております。また必要に

応じて適宜、情報交換を行うことにより相互に連携して監査を実施し、コーポレートガバナンスの充実と強化を図っております。

常勤監査役は、監査室が年度監査計画を策定する時点で監査対象等に意見を述べ、その計画に沿って行う内部監査において内部監査室と連携
して取締役・使用人からの事情聴取、書類の閲覧、実施調査を行っており、監査結果の報告時にも出来うる限り立会するよう努めております。また
必要に応じて監査役会で報告しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

辻　純一郎 他の会社の出身者

栃木　敏明 他の会社の出身者

樋口　義行 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者



g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

辻　純一郎 ○ ―

同氏は、直接企業経営に関与したことはないも
のの、法学博士としての医薬学術分野におけ
る豊富な経験と幅広い見識及び独立行政法人
等の委員等の実務経験を有しており、当社の
監査にそれらを活かすことが期待できることか
ら、社外監査役として選任しております。また、
同氏と当社の間に特別の利害関係はないこと
から、一般株主と利益相反が生じるおそれはな
いと判断し、独立役員として届け出ております。

栃木　敏明 ○ ―

同氏は、直接企業経営に関与したことはないも
のの、弁護士及び他の企業の社外監査役にお
ける豊富な経験と幅広い見識を有しており、当
社の監査にそれらを活かすことが期待できるこ
とから、社外監査役として選任しております。ま
た、同氏と当社の間に特別の利害関係はない
ことから、一般株主と利益相反が生じるおそれ
はないと判断し、独立役員として届け出ており
ます。

樋口　義行 ○

同氏は2019年６月まで当社と取引のある
有限責任監査法人トーマツに勤務してお
りました。

同氏は、直接企業経営に関与したことはないも
のの、公認会計士としての豊富な経験と幅広い
見識を有しており、当社の監査にそれらを活か
すことが期待できることから、社外監査役として
選任しております。また、同氏と当社の間に特
別の利害関係はないことから、一般株主と利益
相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員
として届け出ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、社外取締役を除く取締役を対象として業績連動型株式報酬制度を導入しております。

業績連動型株式報酬制度は中期経営計画の残存期間に応じて設定した期間を対象期間とし、対象取締役の役位に基づいて算定する変動報酬
標準額に基づき、中期経営計画の業績指標の達成度に応じて０～150%の範囲で調整した金額に相当する数の当社普通株式を交付する業績連
動型の株式報酬制度です。 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進める

ことを目的としております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

直近事業年度における当社の取締役に対する報酬は以下のとおりであります。

取締役 　　　 　158百万円

監査役 　　　 　 17百万円

社外役員 　　 　17百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、「譲渡制限付株式報酬」及び「業績連動型株式報酬」を合わせて年額80百万円以内といたしま
す。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会の目的事項等について、必要に応じ事前に資料配布や説明を行っており、適時・適切に必要な
情報を伝達しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・取締役会は、代表取締役厳浩を議長とし、常勤取締役７名（厳浩、長岡達磨、関谷和樹、折橋秀三、地家俊博、山本賢一及び竹田かおり）及び
社外取締役３名（舩橋晴雄、安藤佳則及び田口淳一）によって構成されています。社外取締役は、様々な分野に関する豊富な経験、専門知識及
び高い知見を有する人材の中から選任し、多角的かつ客観的な視点から、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現を図ることを目指し
ています。なお、取締役会には、常勤監査役１名（玉井康治）及び社外監査役３名（辻純一郎、栃木敏明及び樋口義行）が出席し、取締役の業務
執行を監査する体制を構築しています。また、６名の常勤取締役（厳浩、長岡達磨、関谷和樹、折橋秀三、地家俊博及び山本賢一）は執行役員を
兼任し、それぞれの業務執行状況、業務執行上の課題及び重要事項の報告等が迅速に行われる体制を構築しており、従業員代表である常勤取
締役（竹田かおり）により当社グループの経営に従業員の意見を反映させる体制を構築しています。

・取締役候補者は、代表取締役が候補者を提案し、独立社外取締役の助言を得て取締役会での承認を得た後、株主総会の決議により、取締役に
選任しております。

・取締役及び監査役の報酬につきましては、それぞれ株主総会にて決議された報酬総額の限度額の範囲内において支給しており、この点で株主
の皆様の監視が働く仕組みとなっております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、当社が定める一定の基準により決
定しております。また、各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。また、取締役（社外取締役を除く）を対象に、企業価値の

持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬制度及び
業績連動型株式報酬制度を導入しております。

・監査役会は１名の常勤監査役と３名の社外監査役の体制をとっております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務
分担に基づき、業務執行の適法性について監査しております。

・会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任し、正確な経営情報を迅速に提供するなど公正不偏な立場から監査が実施される環境を整
備しております。

・内部監査部門として、代表取締役直轄の監査室を設置し、業務の遂行が各種法令や当社の各種規程類及び経営計画などに準拠して実施され
ているか、効果的・効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。

・監査役会、監査室及び会計監査人は必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。

・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続関与年数は次のとおりです。

（所属する有限責任監査法人名） （公認会計士の氏名） （継続関与年数）

有限責任監査法人トーマツ 業務執行公認会計士 鈴木健夫 ７年

有限責任監査法人トーマツ 業務執行公認会計士 森竹美江 ５年

なお、上記の他に監査業務に関する補助者として公認会計士８名、会計士試験合格者等４名、その他８名であります。顧問弁護士からは、法律

の判断を必要とする場合に適時に助言・指導を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役会設置会社であり、７名の常勤取締役と３名の社外取締役、１名の常勤監査役と３名の社外監査役の体制をとっております。社外取
締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な経験、専門知識及び高い知見を有する人材の中から選任し、多角的かつ客観的な視点か
ら、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現を図ることを目指しており、社外からのチェック体制は、当社と利害関係のない社外取締役と
社外監査役による客観的、中立的な監督、監査をしており、経営監視機能において十分に機能しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

その他
本年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため見合わせましたが、例年、株主総会後に
役員との懇親会を開催しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

ホームページに記載しており、株主・投資家の皆様に適時・正確かつ公平な情

報を提供するため、東京証券取引所の定める適時開示に関する規則に準拠し

た情報ならびにその他の重要な情報を迅速に公開するほか、当社を理解して

いただくために有効な情報につきましても、積極的に開示しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人向けのＩＲを開催しております。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期並びに期末決算に関する決算説明会の他に不定期に会社説明会

を年に数回開催しております。
あり

IR資料のホームページ掲載

ホームページにおいて、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券

報告書、四半期報告書、決算説明会資料、決算短信（英文含む）、四半期決

算短信（英文含む）・四半期業績概況、招集通知、議決権行使結果、ビジネス
レポート（英文含む）、コーポレート・ガバナンスに関する報告書について掲載し
ております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ室が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、「内部統制システム構築の基本方針」として取締役会において決議した内容は次のと
おりです。

１．取締役、使用人の職務執行の法令及び定款適合性を確保するための体制

(a)公正な経営を実現するために、当社の取締役及び使用人は、当社が上場会社であることを自覚し、法令を遵守することを徹底させるために、会
議等における説明、研修会等を実施する。

(b)別途定める社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を構築する。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令及び社内規程に則り、保存及び管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

個々の損失の危険（財務、法務、環境、災害等のリスク）の領域ごとに、当該損失の危険に関する事項を統括する担当取締役が、それぞれ損失の
危険の管理（体制を含む）に関する社内規程を作成し、適切な管理体制を構築する。

４．取締役の職務執行の効率性を確保するための体制

(a)当社グループに影響を及ぼす重要な事項については、多面的な検討を経て慎重に意思決定を行うための仕組みとして、取締役会に加え、必要
に応じ、全社横断会議、部門会議、委員会等を設置する。

(b)各部門及びグループ会社から量的及び質的目標を提出させ、明確な目標値を付与の上、年度予算を策定し、それに基づく業績管理を行う。

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a)別途定める社内規程に基づき、当社グループのコンプライアンス体制を構築する。

(b)グループ会社の経営については自主性を尊重するが、別途定める社内規程に基づき、グループ会社について適切な管理を行い、グループ会
社から経営上の重要な事項について報告を行わせ、必要に応じ、グループ会社と事前協議を行う。

(c)別途定める社内規程に基づき、監査室は、各部門及びグループ会社に対し監査を行う。

６． 監査役がその職務の補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査室の構成員を主体に補助使用人とする。

７．監査役の補助使用人の独立性

(a)監査役の補助使用人の人事異動は、事前に監査役会の同意を必要とする。

(b)監査役の補助使用人の人事評価について、監査役会は必要に応じて意見を述べることができる。

(c)監査役の補助使用人は、監査役が指示した業務については、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。

８．取締役及び使用人の監査役への報告に関する体制

(a)当社グループの取締役及び使用人は、監査役に必要な報告及び情報提供を行う。

(b)当該報告をした者への不利な取扱いを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。

９．その他監査役監査の実効性を確保するための体制

(a)代表取締役は、当社グループが対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について、監査役と意見交換を行う。

(b)監査役は、必要に応じ、監査室及び会計監査人と意見交換を行い、監査室には調査及び報告を求める。

(c)監査室、総務室、財務会計センター等所属の使用人が協力し、補助する。

(d)監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、当該費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないと認めら
れた場合を除き、監査役の請求に従い、速やかに行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、企業倫理行動規範を制定し東京証券取引所で定めている企業行動規範及び暴力団対策法等の趣旨に則り、反社会的勢力からの不当

な要求に応じたり、反社会的勢力を利用するなどの行為を行わないことを遵守事項としております。

反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況

当社における社内体制の整備は以下のとおりです。

１．対応統括部署の設置状況

不当要求に対する対応統括部署として、総務室が中心となり担当しております。

２．外部の専門機関との連携状況

管轄警察署担当係官並びに弁護士等の専門家とは、平素から緊密な連携を保ち相談、助言、指導等を受けております。また、公益社団法人警視
庁管内特殊暴力防止対策連合会（以下、特防連）の会員であり、総務室担当者の特防連の主催する研修会及び情報交換会への参加を通じて、
特防連及び会員企業との連携強化を図っております。

３．反社会的勢力排除に関する情報の収集・管理状況

特防連並びに管轄警察署及び同担当係官との連携により得られた情報に基づき、反社会的勢力に関する最新情報を総務室において管理してお
ります。

４．今後の整備に係る課題

対応マニュアルの整備等については、総務室を中心に必要に応じて整備してまいります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

意思決定機関である取締役会、その構成員である各取締役が決定事項を遂行しており、それを監査役、内部監査を担う監査室、会計面を中心と

した会計監査人が会社の適切な運用が維持できるように牽制機能を保持する体制でより良い状態となるよう努めております。

１．基本的な考え方

当社は、主に医薬品製造会社から新薬開発の為の臨床試験を受託するサービスを営んでおり、医薬品の臨床試験結果、上市後の製造販売後

調査などの副作用のモニターなど顧客の重要なインサイダー情報となりうる業務を扱う立場上、情報管理を徹底する体制を取っており顧客からの

評価と信頼を得ることにより発展しております。

このような業務の特有性を十分に認識した上で、当社は情報管理に留意しつつ経営の効率性、透明性を向上させ株主を含む一般投資家、機関

投資家、アナリストの皆様に対して迅速、正確かつ公平なディスクロージャーを実行してまいりました。この基本的な考え方に基づき、当社のディ

スクロージャーの方針を以下のとおり制定しています。

２．ディスクロージャーの方針

（１）情報開示の基準

当社は会社法、金融商品取引法その他の諸法令および東京証券取引所の定める有価証券上場規程の「会社情報の適時開示等」（以下、「適

時開示規則」といいます）に従って公平性、積極性を基本とした迅速な情報開示を行います。また諸法令や適時開示規則に該当しない場合で

も株主を含む一般投資家、機関投資家、アナリストの皆様に当社をご理解いただくために重要あるいは有益であると判断した情報につきまして

は、積極的かつ公平に開示します。

なお個人情報、顧客情報および関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示しません。

（２）情報開示の方法

適時開示規則の定める情報の開示は、同規則に従い東京証券取引所への事前説明の後、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達シス

テム（ＴＤnet）にて公開しています。同システムにて公開した情報のホームページへの掲載に関しては、メディアへの発表後、出来る限り速やかに

掲載することにしています。適時開示に該当しない情報につきましても、適時開示の趣旨を踏まえて適切な方法により出来るだけ正確かつ公平に

開示する方針です。

（３）インサイダー取引の未然防止

インサイダー取引の防止等につきましては、インサイダー取引防止規程を制定しその防止を図っております。また、東京証券取引所から提供して

いるe-ラーニング研修サービス等によるインサイダー取引規制に関する教育を役員・従業員を対象に行うことにより、その趣旨の周知徹底と啓蒙
に努めております。

（４）業績予想および将来情報の取り扱い

当社が開示する業績予想、将来の見通し、戦略、目標等のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は将来の見通しに関する記述であり、

これらは当社が現時点で入手している情報および合理的であると判断される一定の前提に基づく計画、期待、判断を根拠としております。したが

って実際の業績等は、経済情勢等様々な不確定要素の変動要因によって、開示した業績予想等と異なる結果になる可能性があります。

（５）沈黙期間について

当社では、決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、決算期日の翌日から決算発表日までを沈黙期間としています。この期間は決算に関

するコメント、質問への一切の回答を控えております。ただし、沈黙期間中に判明した業績予想と既発表の業績予想の差異が適時開示に該当す

る変動幅となることが明らかになった場合には、上記手続きにより業績予想修正として情報開示を行います。

（６）社内体制の整備について

当社は、諸法令や適時開示規則に従った適切な情報開示を行うために、社内体制の整備、充実に努めております。

３．適時開示に係る社内体制

決定事実、決算情報（四半期決算情報を含む。）、発生事実およびその他の会社情報につきましては、情報取扱責任者が各部から報告を受け、

ＩＲ室を中心に適時開示規則に基づき開示の内容等を検討し、取締役会において決議した後に、情報取扱責任者の指示により当該情報を開示、
公表担当部門（ＩＲ室）が開示、公表することとしています。

（１）適時開示に係る開示手続きとプロセス

決定事実に関する情報の取扱い

当社では、適時開示規則の決定事実に該当する重要事項の機関決定は、取締役会（原則月１回および必要に応じ随時開催）が行います。重要

事項を決定した場合、代表取締役は情報取扱責任者に速やかに開示するよう指示します。

発生事実に関する情報の取扱い

適時開示規則の該当事実の発生を把握した各業務執行部門の部門長（グループ会社の代表者を含む）は、直ちに把握した事実を情報取扱責任

者に報告します。情報取扱責任者は必要な情報、資料を収集し事実関係を迅速に把握したうえで関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開

示規則に基づく開示要否の判断を行います。情報取扱責任者は、適時開示に係る社内体制の手続きに則り、承認を得たうえで速やかに開示しま

す。

決算に関する情報の取扱い

イ）本決算

ＩＲ室は決算データと定性的情報ならびに翌期の業績予想を踏まえて決算短信（案）を作成し、管掌取締役が確認後、取締役会に提出します。取
締役会は、同取締役の説明のもと、決算短信（案）を審議し開示内容を決定します。代表取締役は取締役会承認後、情報取扱責任者に対し速や
かに決算短信の開示を指示します。

ロ）四半期決算

本決算の場合と同様のプロセスにより開示します。（前項の「決算短信」を「四半期決算短信」に読み替えます。）

ハ）業績予想の修正について

事業管理部は、業績データならびに業績に関する情報に基づく通期および各四半期累計の業績見通しを四半期ごとに策定します。売上、コスト、
経費等業績予想に大きな影響が見込まれる状況が発生した場合は、新たな業績見通し（案）を策定します。



情報取扱責任者は、その時点における業績見通し（案）と、既に公表の直近の業績予想との差異が、適時開示規則の軽微基準内か否か、軽微基
準内であっても開示の必要があるか否かについて検討した後、業績予想の修正に関する適時開示の要否を開示、公表担当部門（ＩＲ室）と協議の
うえ取締役会に付議します。取締役会において開示が必要と決定した場合、情報取扱責任者は速やかに開示します。

（２）開示すべき会社情報の報告、精査・法的チェック等のプロセスと牽制制度

情報取扱責任者は、開示すべき会社情報の正確性と開示制度、基準との適合性を確保するため、適時開示に係る社内体制に則り協議、相談を

行う他、必要に応じて専門家の立場から会計監査人または顧問弁護士といった社外の専門家とも協議・相談しています。
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